
３．自営業の子ども（世帯主）と同居する方 

（子４０歳：営業所得３９０万円、本人７８歳：公的年金収入 

１８０万円）の場合 
 

（１）被保険者均等割額 

  被保険者均等割額の軽減になるかどうかを判定します。（世帯主と被保険者の合計所得） 

 

 

軽減判定所得 ＝     ３９０万円     ＋  ５５万円   ＝４４５万円 ・・ア 

 

 

軽減判定所得 ＝ １８０万円 － １１０万円 － １５万円 ＝  ５５万円  

 

軽減判定所得 ４４５万円 ＞ ７割軽減判定基準額   ４３万円 

    （ア）     （４３万円＋１０万円×（１人－１）） 

＞ ５割軽減判定基準額   ７３万５千円 

（４３万円＋（３０万５千円×１人）＋１０万円×（1人－１）） 

＞ ２割軽減判定基準額   ９９万円 

（４３万円＋（５６万円×１人）＋１０万円×（1人－１）） 

 

被保険者の公的年金額が少なくても、子ども（世帯主）に軽減判定基準額を超える所得が 

あるため、被保険者均等割額の軽減はありません。 

 

○被保険者均等割額 ＝ ５２，４００円・・・Ａ 

 

 

（２）所得割額 
        

 賦課のもととなる所得金額 ＝ １８０万円 － １１０万円 ― ４３万円 ＝ ２７万円 

  

 ○所得割額＝２７万円（賦課のもととなる所得金額）×１０．３１％ 

  ＝２７，８３７円・・Ｂ 

  

 

（３）保険料額 
 

○年間保険料額＝５２，４００円（Ａ）＋２７，８３７円（Ｂ）＝８０，２００円※４ 

                               （月額 約６，６８３円） 

 

※１ 年金収入が３３０万円未満の場合は、１１０万円の公的年金控除があります。 

※２ ６５歳以上の方で年金所得がある場合は１５万円の特別控除があります。  

※３ 基礎控除が４３万円あります。 

※４ 年間保険料額は１００円未満切り捨て 
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